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　彦根愛知犬上広域行政組合では、彦根市清崎町（西清崎）を建設候補地として彦根市、愛荘町、豊郷
町、甲良町、多賀町の１市４町における広域での新ごみ処理施設の整備に向けて取り組んでおります。
　令和11年度からの稼働開始を目指し、当圏域にお住まいの皆様の暮らしに欠かすことのできないごみ処
理施設の建設を実現するため、環境影響評価（環境アセスメント）を通じ、周辺環境への影響をできる限
り回避または低減させる環境保全措置を講じていくため、皆様のご理解とご協力を賜りながら事業を進め
ていきたいと考えております。
　つきましては、環境影響評価の調査・予測・評価の結果を整理し、環境の保全に関する考え方を取りま
とめた準備書素案の内容を説明し、皆様からのご意見を頂戴するため、下記のとおり住民説明会を開催い
たしますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
　なお、今後の新型コロナウイルスの感染の状況によっては、開催を中止または延期する場合がございま
す。また、発熱や咳等の風邪症状がみられる方は、ご参加を控えてくださいますようお願い申し上げます。

■日　時：令和４年（2022年）７月３日（日）
　　　　　［午前の部］午前10時から午前11時30分
　　　　　［午後の部］午後 ２時から午後３時30分
　　　　　※午前の部と午後の部は、同じ内容です。

■場　所：彦根市南地区公民館　大会議室
　　　　　（彦根市甘呂町1321-1）
　　　　　※必ずマスク着用でご参加ください。

問 彦根愛知犬上広域行政組合建設推進室
　 ☎ 0749ー35ー0015
　 ℻   0749ー35ー4711

　県内で福祉事業を展開する法人が集う県内最大級の就職フェア！
　介護や福祉の職場で働きたいとお考えの方のための就職フェアを開催します。
　20法人（10法人×２部制）による就職説明会です。
■日　時　令和４年７月２日(土) Ⅰ部10：30～13：00　Ⅱ部14：00～16：30
■会　場　ビバシティ彦根（彦根市竹ヶ鼻町43-1）
※他会場でも実施！申込・詳細はコチラ　　https://fair.fukushi.shiga.jp/
問  滋賀県社会福祉協議会 湖北介護・福祉人材センター　☎0749ー64ー5125

■趣　　旨： 先の大戦において犠牲となられた方々を追悼し、戦争の悲惨さや平和の大切さを次の世代に
伝えていくため、「愛荘町平和のつどい」を開催します。

■主　　催：社会福祉法人愛荘町社会福祉協議会
■主　　管：愛荘町平和のつどい実行委員会
■日　　時：令和４年７月30日（土）9:30～11:00
■場　　所：愛荘町立福祉センターラポール秦荘
　　　　 　　いきいきセンター
■内　　容：  9：00　受付開始
　　　　　  　9：30　式典
　　　　　    11：00　閉会 
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止による規模縮小のため、一般参加を希望される場合は、事前申込が必要となります
ので愛荘町社会福祉協議会までご連絡ください。

問  愛荘町社会福祉協議会　☎0749ー42ー7170

　“社会を明るくする運動”は、犯罪や非行の防止と、あやまちを犯した人の立ち直りについて理解を深
め、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。愛荘町では、保護司会、
更生保護女性会、青少年育成町民会議、少年補導員、PTA連絡協議会、区長・総代会、人権擁護推進委
員、民生委員・児童委員協議会、商工会、東近江少年センター愛荘分室、町内校園長会、社会福祉協議会
により愛荘町推進委員会が構成され、取り組みを行っています。
　犯罪や非行のない安全で安心な暮らしのために、今、何が求められ、自分には何ができるのか、今一度
考えてみませんか。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

問  “社会を明るくする運動”愛荘町推進委員会（福祉課）　☎0749ー42ー7691

令和４年度 愛荘町平和のつどい 開催

7月は令和4年度全国安全週間です
～すべての働く方が安全に働くことのできる職場の実現などを呼びかけ～

彦根愛知犬上地域
新ごみ処理施設整備事業に係る

環境影響評価準備書素案に関する住民説明会

詳細はこちらから
ご確認ください。

「カイゴとフクシ就職フェアinしが」
入場無料
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第72回“社会を明るくする運動”
の強調月間です

7月は

　厚生労働省では、今年度も事業場における安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため「全国安全週間」
を実施します。
　「全国安全週間」は、労働災害防止活動の推進を図り、安全に対する意識と職場の安全活動の向上に取り
組む週間です。今年度は7月1日から7月7日までを「全国安全週間」としており、『安全は　急がず焦らず
怠らず』のスローガンを掲げております。
　労働災害を減少させるためには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための基本ルールを徹底し、それ
らを遵守・実行するための業務体制を構築することが重要です。
　この機会に職場における労働災害防止活動の大切さを再確認し、積極的に安全活動に取り組みましょう。

問  滋賀県労働局労働基準部健康安全課　☎077ー522ー6650
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